
【回覧をお願いします】 

          

          

 
 

 

 

自 治 会 名【         】 
ごみ集積会場【         】 
時 間【         】 
 

 

 

 

 

【対象ごみ】 

●可燃ごみ：たばこの吸い殻・紙くず・ビニール・ペットボトル・草刈りし

た雑草（袋に入れたもの）など 

●不燃ごみ：缶・ビン・金属類など 

 

【お願いと注意事項】 

●当日、参加が可能な方のご協力をお願いいたします。 

●当日は、早朝でも気温が高くなることが予想されますことから、参加され

る住民の方が熱中症などにならないように体調管理にご留意ください。 

●当日は、粗大ごみ・家庭ごみ・家電リサイクル製品・袋に入っていない草

刈りごみ・側溝の土砂などは収集しません。 

●拾ったごみは午前９時までに指定の集積会場にお持ちください。市が責任

をもって収集いたします。ごみの収集は午後以降になることもあります。 

●ごみ拾いの活動中は、市民活動等保険に加入していますので、万が一事故

等があった場合は、最寄りの支所、市民協働推進課、自治委員のいずれか

までご連絡ください。（詳細は大分市のホームページをご覧ください。） 
鶴 崎 支 所：５２７－２１１１、大 南 支 所：５９７－１０００ 
稙 田 支 所：５４１－１２３４、大 在 支 所：５９２－０５１１ 

坂ノ市支所：５９２－１７００、佐賀関支所：５７５－１１１１ 

野津原支所：５８８－１１１１、明 野 支 所：５５８－１２５５ 

市民協働推進課：５３７－７２５１（ごみ拾いに関するお問い合わせも含む） 

～自治会からのお知らせ～ 

「市民いっせいごみ拾い」は、市民参加型のイベントで「日本一きれいなまちづくり推進事

業」の一環として実施しています。毎年、自治会単位での清掃活動を市内全域でいっせいに

実施することで、日本一きれいなまちをめざしています。 
 


